
 １  「ふるさと信州・環の住まい」とは  ３  基準の概要

  　「ふるさと信州・環の住まい」とは、次の要件を満たす木造住宅です。 　「ふるさと信州・環の住まい」が備えるべき具体的基準には、基本事項と選択事項があります。

 ４  「ふるさと信州・環の住まい」が目指すもの

 ２　視点とイメージ

 ５　事業日程等

      事業全体の流れ 　推進体制

ふるさと信州・環の住まい評価委員会

信州の気候条件や地域特性などの住宅の立地条件や住まい方に応じて、自然エネルギーを有効に利用
し、建物と設備機器の設計や選択に注意を払っていること。

通年で快適な生活環境を確保できるよう、居住性や利便性の水準を向上させるものであること。

建設時の工夫や長寿命化などにより、建物の建設からその役割を終えて解体するまでの間の二酸化炭素排出
量とコストの削減を図るものであること。

地域の材料を積極的に活用することなどにより、地域の資源や産業の循環に資するものであること。

長野県住生活基本計画および長野県ふるさとの森林づくり条例に基づく森林づくり指針に掲げる目標の
達成に資する木造住宅であること。

長野県地球温暖化防止県民計画における家庭部門の削減目標の達成に資するものであること。

家族や世代を超えた社会の資産となる良質な住宅であること。

自然エネルギーの利用

季節に応じた
日射コントロール

太陽光発電システム等

適切な通風の確保

バイオマスエネルギー
の利用（ペレットストーブ等）

県産木材の利用
県産建築資材の利用

省エネルギー

誰もが使いやすい工夫

次世代省エネ基準

更新容易性の確保

地域の産業循環の促進への配慮

耐用性の向上

できるだけ長く使い続ける工夫

生態環境の保全・再生

まちなみ・景観との調和

地域の環境への配慮

二酸化炭素排出量の削減

資源の循環利用

次世代省エネルギー基準の普及拡大
　新築住宅の次世代省エネ基準達成率 2010年度までに 50％

県産木材利用住宅の一層の普及
　信州の木活用住宅の年間建設戸数 2015年度までに 1,000戸

住宅に係る地域の産業循環の拡大

建 設 部 住 宅 課

｢ふるさと信州･環の住まい基本指針（案）｣の概要
- 環境共生と地域の産業循環に配慮した信州の木造住宅 -

＋

a 次世代省エネ基準を超える高気密・高断熱仕様

c 自然エネルギー利用 （太陽光発電、太陽熱利用機器の設置等）

d 県産木材の積極的利用 （総木材使用量の 70％以上）

e 木質バイオマスエネルギーの利用 （ペレットストーブの設置等）

f 維持管理しやすくする対策 （建物履歴の管理等）

g 克雪対策 （融雪屋根、落雪屋根等）

選 択 事 項　（いずれか３項目以上を実施）

b 二酸化炭素排出量の積極的削減 （2004年度比 △３５％）

基 　本　 事　 項　　（ 必 ず 実 施 ）

A 省エネルギー  (次世代省エネルギー基準以上)

B 県産木材使用  (総木材使用量の５０％以上)

C 長寿命化

D バリアフリー化

E 総合環境性能　（CASBEEすまい（戸建） Ａランク以上）

地球温暖化防止県民計画の目標達成
　2012年度の家庭部門のCO２排出量を、１世帯当り2004年度比11.4％削減

地球温暖化防止への寄与

社会資産となる良好な住宅の整備

地域住宅産業の技術向上と活性化
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基準適用による省CO2効果  2004年度比 △20％
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